
12　

　

令
和
５
年
度
土
地
・
家
屋
価
格

等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
を
次
の
と
お

り
行
い
ま
す
。

縦
覧
期
間　

４
月
３
日
㈪
～
５
月

　

31
日
㈬
（
土
日
、
祝
日
除
く
）

時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

　

時
15
分

縦
覧
場
所　

住
民
課
税
務
係

縦
覧
で
き
る
方　

固
定
資
産
税
の

　

納
税
者
、
納
税
管
理
人
、
相
続

　

人
、
代
理
人
な
ど

必
要
な
も
の

・
運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認
の

  

で
き
る
も
の

・
委
任
状　

※
代
理
人
の
方
の
み

〇
土
地
～
所
在
、
地
番
、
地
目
、

　

地
積
、
価
格

〇
家
屋
～
所
在
、
家
屋
番
号
、

くらし
土
地
・
家
屋
価
格
縦
覧

帳
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

ＩＰ

　

北
海
道
で
は
交
通
事
故
相
談
所

を
設
置
し
、
専
門
の
相
談
員
が
無

料
で
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
面

接（
予
約
制
）、
電
話
、
文
書（
メ
ー

ル
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
を
含
む
）
で
も
相
談

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

相
談
は
、
北
海
道
交
通
事
故
相

談
所
を
利
用
す
る
こ
と
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
下
表
の
日
程
の
と
お

り
、
空
知
総
合
振
興
局
で
相
談
が

可
能
で
す
。

相
談
内
容
例

・
交
通
事
故
に
あ
っ
た
が
、
ど
う

  

し
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
い

・
損
害
賠
償
の
適
正
額

・
示
談
の
仕
方
に
つ
い
て

・
残
さ
れ
た
遺
児
へ
の
生
活（
教
育
）

  

資
金
の
手
当
て　

な
ど

相
談
料　

何
度
で
も
無
料
（
通
話

　

料
や
通
信
料
は
利
用
者
の
負
担
）

問
合
せ
先　

北
海
道
交
通
事
故
相

　

談
所
（
札
幌
市
中
央
区
北
３
条

　

西
６
丁
目
道
庁
１
階
）
☎
０
５

くらし
交
通
事
故
相
談
所
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

巡回相談日程

　相談時間　13：00～ 16：00

４月７日（金）
５月 12 日（金）
６月９日（金）
７月７日（金）
８月４日（金）
９月８日（金）

10 月６日（金）
11 月 10 日（金）
12 月８日（金）
１月５日（金）
２月９日（金）
３月８日（金）

FAX

　

旅
券
法
令
の
改
正
に
伴
い
、
令

和
５
年
３
月
27
日
か
ら
旅
券
申
請

手
続
き
が
一
部
変
更
と
な
り
ま

し
た
。

主
な
変
更
点

戸
籍
を
確
認
す
る
場
合
の
提
出
書
類

　

戸
籍
謄
本
に
統
一
（
戸
籍
抄
本

　

で
は
受
け
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
）

旅
券
申
請
の
一
部
オ
ン
ラ
イ
ン
化

　

 

旅
券
の
残
り
の
有
効
期
間
が
１

年
未
満
で
旅
券
の
記
載
内
容
に

変
更
が
な
く
新
た
な
旅
券
を
申

請
す
る
場
合
な
ど
に
オ
ン
ラ
イ

ン
申
請
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

パ
ス
ポ
ー
ト
窓
口
に
来
所
せ
ず

に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

が
、
受
取
の
際
は
従
来
ど
お
り

くらし
パ
ス
ポ
ー
ト
の
手
続
き

に
つ
い
て

　

 

構
造
、
床
面
積
、
建
築
年
、
価

格
縦�

覧
手
数
料　

無
料
（
縦
覧
帳
簿

の
コ
ピ
ー
は
で
き
ま
せ
ん
）

問
合
せ
先
　
住
民
課
税
務
係
☎

　

53
・
２
３
２
３

ご
本
人
が
窓
口
に
お
越
し
い
た

だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

 

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
を
行
っ
た
場

合
受
取
が
可
能
な
窓
口
は
当
面

の
間
、
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

及
び
空
知
総
合
振
興
局
の
パ
ス

ポ
ー
ト
窓
口
の
み
と
な
り
、
申

請
時
に
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
通

じ
て
選
択
し
た
受
取
窓
口
で
の

交
付
と
な
り
ま
す
。

　

 

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
場
合
、
月

形
町
の
窓
口
で
受
け
取
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
月
形
町

の
窓
口
で
受
取
を
希
望
さ
れ
る

場
合
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に

紙
で
の
申
請
手
続
き
と
な
り
ま

す
。

査
証
欄
増
補
の
廃
止

未
交
付
失
効
旅
券
が
あ
る
場
合
の

手
数
料
の
新
設

問
合
せ
先　

北
海
道
パ
ス
ポ
ー
ト

　

セ
ン
タ
ー
☎
０
１
１
・
２
３
１

　

・
４
１
１
１

募　集
調
理
師
試
験
の

実
施
に
つ
い
て

　
岩
見
沢
保
健
所
で
は
、
次
の
と

お
り
調
理
師
試
験
を
実
施
し
ま
す
。

試
験
日
時
　
８
月
29
日
㈫
午
後
１

　

時
30
分
～
午
後
４
時

試
験
地
　
札
幌
市

受
験
資
格
　
高
等
学
校
入
学
資
格

　

を
有
す
る
者
で
、
令
和
５
年
５

　

月
20
日
ま
で
に
２
年
以
上
調
理

　

の
業
務
に
従
事
し
た
者

　

０
・
３
５
３
３
・
４
７
０
３    

０

　

１
１
・
２
３
２
・
７
４
５
２

　
野
山
に
も
春
が
訪
れ
、
冬
眠
か

ら
目
覚
め
た
ヒ
グ
マ
が
活
動
す
る

季
節
と
な
り
ま
し
た
。
食
料
の
乏

し
い
こ
の
時
期
、
ヒ
グ
マ
に
と
っ

て
山
菜
が
と
て
も
重
要
な
食
料
と

な
り
ま
す
。

　

山
菜
採
り
な
ど
で
野
山
に
入
る

くらし
ヒ
グ
マ
に
よ
る
事
故
を

防
ぐ
た
め
に

と
き
は
、
ヒ
グ
マ
と
の
遭
遇
や
事

故
を
防
ぐ
た
め
、
次
の
こ
と
に
注

意
し
ま
し
ょ
う
。

●
野
山
に
入
る
前
に

・ 

事
前
に
市
町
村
役
場
や
森
林
管

理
署
な
ど
で
、
ヒ
グ
マ
の
出
没

情
報
を
確
認
し
ま
し
ょ
う

・ 

ヒ
グ
マ
の
出
没
情
報
の
あ
る
地

域
や
ヒ
グ
マ
の
出
没
を
知
ら
せ

る
看
板
が
あ
る
場
所
へ
の
立
ち

入
り
は
避
け
ま
し
ょ
う

●
ヒ
グ
マ
に
出
会
わ
な
い
工
夫
を

・ 

ヒ
グ
マ
の
出
没
が
予
想
さ
れ
る

野
山
で
は
、
単
独
行
動
を
避
け
、

集
団
で
の
行
動
を
心
掛
け
ま

し
ょ
う

・ 

鈴
な
ど
の
鳴
り
も
の
の
携
行
や
、

見
通
し
の
悪
い
場
所
で
は
笛
を

吹
く
な
ど
、
人
の
存
在
を
早
め

に
ヒ
グ
マ
に
知
ら
せ
ま
し
ょ
う

問
合
せ
先
　
住
民
課
生
活
環
境
係

　

☎　

 

53
・
２
３
２
３

ＩＰ
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月
形
町
に
住
民
登
録
を
し
て

い
る
満
70
歳
以
上
の
方
を
対
象

と
し
て
、
次
の
サ
ー
ビ
ス
の
支

払
い
に
利
用
で
き
る
令
和
５
年

度
分
の
「
ぬ
く
も
り
福
祉
券
」

を
交
付
し
ま
す
。

※ 

昨
年
度
内
容
の
見
直
し
に
つ

い
て
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
し

た
が
、
令
和
５
年
度
は
こ
れ

ま
で
と
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

★
温
泉
ゆ
り
か
ご
の
入
館
料

★ 

町
内
の
ハ
イ
ヤ
ー
、
福
祉
有
償

運
送
車
両
の
乗
車
料
、
札
沼
線

バ
ス
の
乗
車
料

★ 

配
食
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
、
除

令
和
５
年
度

　

ぬ
く
も
り
福
祉
券
を
交
付
し
ま
す
！ 

雪
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
（
社
会

福
祉
協
議
会
で
実
施
）

★ 

萌
木
、
マ
ン
マ
ル
ー
ナ
、
花
の

里
月
形
の
商
品
購
入
な
ど

●
交
付
枚
数
の
計
算
例

　
　

��

５
月
生
ま
れ
の
方
の
場
合

　

 

11
カ
月（
５
月
～
３
月
）×
４
・
１

＝
45
枚
の
交
付

受�

付
開
始
　
令
和
５
年
４
月
３
日

㈪
～
（
年
度
途
中
で
70
歳
と
な

る
方
は
誕
生
日
以
降
の
受
付
と

な
り
ま
す
）

受�

付
時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
15
分

対�

象
者　

月
形
町
に
住
民
登
録
を

し
て
い
る
70
歳
以
上
の
方

申�

請
場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー
（
役

場
で
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
）

申�
請
に
必
要
な
も
の　

使
用
者
本

人
の
印
鑑
（
代
理
の
方
が
受
領

す
る
場
合
は
代
理
の
方
の
印
鑑

　

も
必
要
で
す
）

申
込
・
問
合
せ
先　

保
健
福
祉
課

　

高
齢
者
支
援
係（
保
健
セ
ン
タ
ー

　

内
）
☎　

 

53
・
３
１
５
５

区分 枚数

令和５年４月末現在
で 70 歳以上の方 １枚 200 円×50 枚

令和５年５月から令
和６年３月までの間
に 70 歳になる方

誕生月から令和６年３
月までの月数に４．１
を乗じた枚数（小数点
以下切り捨て）

●ぬくもり福祉券の交付枚数

ＩＰ

　次の全てを満たす方
●月形町内の事業所に就労する 30 歳未満の単身者
　または 30 歳未満の就労者を世帯主とする世帯
●平成 30 年３月１日以降に転入し、新たに町内の
　賃貸住宅に居住している方
●本人または世帯員が町税などを滞納していない方
●町内に他の住宅を所有または借用していない方
●月額 30,000 円以上の賃貸住宅に入居している方
●本人または世帯員が公務員でない方
●生活保護法による保護を受けていない方

対象者

補助金額

申請方法

申請および問合せ先

　若者の就業支援および定住促進ならびに地域経
済の活性化を図るため、新たに町内に居住する 30
歳未満の方に、賃貸住宅に係る家賃を補助します。

　月額 5,000 円とし、月
形商工会が発行する商品
券で交付します。
※交付対象期間は、要件を満たした月の翌月から
　36 カ月が限度となります

　次の書類を提出してください。
　①　申請書
　②　賃貸住宅の賃貸借契約書などの写し
　③　住民票謄本
　④　納税証明書（前居住地を含む）
　⑤　就労証明書
　⑥　納税など確認のための同意書

若者若者のの家賃負担家賃負担をを助けます！助けます！

若者就業促進��若者就業促進��家賃補助����事業事業

　企画振興課商工観光係☎　 53・2325ＩＰ

※
従
事
し
た
営
業
形
態
や
雇
用
状
況

　

に
よ
り
、
受
験
資
格
の
要
件
に
満

　

た
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

願
書
受
付
期
間　

５
月
８
日
㈪
～

　

19
日
㈮

願
書
配
付
・
提
出
場
所　

岩
見
沢

　

保
健
所

提
出
書
類
　
願
書
、
整
理
カ
ー
ド
、

　

入
力
通
知
書
各
１
部

受
験
手
数
料
　
６
９
０
０
円

問
合
せ
先　

岩
見
沢
保
健
所
企
画

　

総
務
課
企
画
係
☎
20
・
０
１
１
６

　

ト
ル
コ
南
東
部
の
シ
リ
ア
と
の

国
境
付
近
を
震
源
と
す
る
地
震
と

そ
の
余
震
に
て
、
連
日
死
傷
者
の

報
道
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で

日
本
赤
十
字
社
北
海
道
支
部
空
知

地
区
月
形
町
分
区
で
は
海
外
救
援

金
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
の
温
か
い
ご
支
援
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

受
付
期
間　

令
和
５
年
５
月
31
日

　

㈬
ま
で

募
金
箱
設
置
場
所　

役
場
住
民
課

　

窓
口
、
町
立
病
院
窓
口
、
月
形

　

温
泉
ゆ
り
か
ご
フ
ロ
ン
ト
、
保

　

健
セ
ン
タ
ー
窓
口

問
合
せ
先　

日
本
赤
十
字
社
北
海

　

道
支
部
空
知
地
区
月
形
町
分
区

　

事
務
局
（
保
健
福
祉
課
地
域
福

　

祉
係
）
☎　

53
・
３
１
５
５

救援金
ト
ル
コ
・
シ
リ
ア
地
震

救
援
金
に
ご
協
力
を

ＩＰ
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春
の
全
道
火
災
予
防
運
動
ス
タ
ー
ト

期
間　

４
月
20
日
～
30
日

防�

火
標
語　
「
お
出
か
け
は

　

マ
ス
ク
戸
締
り　

火
の
用
心
」

　

雪
解
け
が
進
み
、
こ
れ
か
ら

の
季
節
は
空
気
が
乾
燥
し
風
が

強
い
日
が
多
く
、
火
災
が
発
生

す
る
と
被
害
が
大
き
く
な
る
季

節
で
す
。

　

火
の
取
扱
に

は
十
分
気
を
つ

け
ま
し
ょ
う
。

●
火
災
予
防
運
動
広
報
を
実
施

し
ま
す

　

火
災
予
防
運
動
の
実
施
に
伴

い
、
町
内
を
消
防
車
両
で
の
広
報

活
動
、
各
事
業
所
に
防
火
ポ
ス

タ
ー
を
配
付
す
る
予
定
で
す
。

【問合せ先】
消防月形支署
☎　��53・2154
火事情報

☎ 24・0119
火事・救急
☎ 119

ＩＰ

■健康保険料率

■介護保険料率
 
  
　

　介護保険料率の引き上げに関しまして、ご理解
いただきますようお願い申し上げます。

問合せ先
全国健康保険協会北海道支部
☎ 011・726・0352

　一般の家庭や事業所のタンクから灯油や重油などが
流出する油流出事故が空知管内でも多く発生していま
す。
　油の流出は、火災発生の危険性や河川、水路、土壌、
地下水などに重大な環境汚染を引き起こし、人の生活
や動植物へ重大な影響を与えてしまいます。
　油の流出事故が発生すると、北海道開発局、北海道、
町、消防など多くの関係機関が調査を行い、水質汚濁
防止法、河川法などに基づき河川への流入を防ぎ被害
を最小限に食い止めるための措置が原因者に命じられ
ます。
　流入を防ぐための措置として、水路や河川にオイル
フェンス（流れた油をせき止める）やオイル吸着マッ

ＩＰ ＩＰ

ト（油を吸い取る）などを設置します。その措置をす
るためには、多額の費用がかかり、事故の規模によっ
ては数十万円から数百万円かかる場合があります。そ
の費用については、原因者が負担
することになります。また、流出
した油が田畑や魚などに被害を
もたらした場合は、その責任も原
因者が負うことになります。
　重大な事故を起こさないよう、
日頃からホームタンクの点検な
どを行い、油の流出事故を発見し
た場合は、すぐに役場または消防
に連絡してください。

連絡先　　住民課生活環境係☎　 53・2323 ／消防月形支署予防係☎ 　53・2154

　

月
形
町
内
の
幼
児
、
小
中
学
生

を
対
象
に
読
書
ノ
ー
ト
活
動
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
月
形
町
の
子
ど
も
た
ち

が
本
に
親
し
み
を
持
ち
な
が
ら
、

読
解
力
の
向
上
を
目
指
す
た
め
に

実
施
す
る
も
の
で
す
。

　

詳
し
い
内
容
に
つ
き
ま
し
て

は
、
こ
ど
も
園
、
小
中
学
校
で
配

布
し
ま
し
た
チ
ラ
シ
を
ご
覧
に
な

る
か
左
記
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

実�

施
期
間　

令
和
６
年
２
月
29
日

㈭
ま
で

表�

彰　

目
標
冊
数
以
上
読
ん
だ
方

は
、
３
月
に
表
彰
状
と
記
念
品

を
お
渡
し
し
ま
す

※
目
標
冊
数

・ 

幼
児
・
小
学
１
～
３
年
生　

１
０

　

０
冊

・
小
学
４
～
６
年
生　

70
冊

・
中
学
生　

50
冊

申�

請
方
法　

月
形
町
図
書
館
で
読

書
ノ
ー
ト
活
動
に
参
加
す
る
こ

と
を
伝
え
、
必
要
事
項
を
記
入

し
て
く
だ
さ
い

問�

合
せ
先　

教
育
委
員
会
社
会
教

育
係
☎
53
・
３
４
４
３
ま
た
は

　

 

月
形
町
立
図
書
館
☎
53
・
３
６

　

７
７

子ども
本
で
キ
ミ
の
世
界
が

広
が
る　

読
書
ノ
ー
ト
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生活飲用水（地下水）設備の補助制度生活飲用水（地下水）設備の補助制度

　

月
形
町
で
は
次
の
と
お
り

合
併
処
理
浄
化
槽
の
補
助
・

融
資
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

■
対
象

　

下
水
道
整
備
区
域
外
の
専

用
住
宅
・
10
人
槽
以
下

■
補
助
制
度

●
設
置
に
つ
い
て

▼�

合
併
処
理
浄
化
槽
本
体
と
排

管
（
15
ｍ
ま
で
）
の
設
置
に

係
る
費
用
を
補
助
し
ま
す

　

 （
補
助
額
な
ど
の
詳
し
い
内

容
は
「
つ
き
が
た
暮
ら
し
の

便
利
帳
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

▼�

排
水
管
が
15
ｍ
を
超
え
た
部

分
の
費
用
に
対
し
て
、
２
分

の
１
を
補
助

▼�

単
独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併

処
理
浄
化
槽
へ
転
換
す
る
場

合
も
補
助
の
対
象

▼�

本
補
助
と
併
せ
て
リ
フ
ォ
ー

ム
工
事
補
助
制
度
（
あ
ん
し

ん
住
宅
補
助
）
を
申
請
す
る

場
合
は
、
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事

補
助
制
度
の
補
助
率
が
30
％

か
ら
50
％
に
な
り
ま
す

●
修
繕
に
つ
い
て

▼�

法
定
に
基
づ
く
検
査
や
清

掃
お
よ
び
保
守
点
検
を
行
っ

合
併
処
理
浄
化
槽

合
併
処
理
浄
化
槽

　
　
　
　

補
助
・
融
資
制
度

　
　
　
　

補
助
・
融
資
制
度

て
い
る
適
正
に
管
理
さ
れ
た

合
併
処
理
浄
化
槽
に
つ
い

て
、
１
万
円
以
上
の
修
繕
費

用
に
対
し
て
、
３
分
の
２
を

補
助
（
30
万
円
を
限
度
、
千

円
未
満
切
り
捨
て
）

▼�

設
置
後
３
年
を
経
過
し
て
い

る
も
の
を
補
助
の
対
象
と
し

ま
す

■
融
資
制
度

　

合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置

と
同
時
に
ト
イ
レ
を
改
修
す

る
場
合
の
費
用
に
対
し
て
、

便
器
１
基
に
つ
き
50
万
円
を

限
度
に
、
無
利
子
で
融
資
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

※�

補
助
な
ど
の
手
続
き
に
つ

い
て
は
、
工
事
を
開
始
す

る
前
に
、
左
記
問
合
せ
先

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い

問�

合
せ
先
　
住
民
課
生
活
環

境
係
☎　

 

53
・
２
３
２
３

ＩＰ

　月形町では、上水道供給区域以外にお住まいで町
税などを滞納していない方を対象とした生活飲用水
設備の設置費用などの一部を補助しています。

■飲用水設備の設置補助
●対象工事
　生活飲用水の供給設備設置に係るボーリング工事、
取水管工事、ポンプ設置工事、給水管工事、電気導
線工事、貯水タンク設置工事
※工事実施前に申請してください
●補助額
　工事費用の３分の１以内（上限５０万円、千円未
満切り捨て）
●必要書類
　工事見積書の写し（工事費用の内訳が明記されて
いるもの）、工事契約書の写し、施工図面（平面図）、
工事場所の位置図、土地の使用承諾書の写し（借地
などで工事する場合）、補助金の振込先口座がわかる
書類（通帳の写しなど）

●対象修繕
　費用が５万円以上となる生活飲用水の汲み上げポ
ンプおよび付帯設備の修繕
※修繕完了後に申請してください（修繕前後の写真
　が必要となります）
※修繕完了後 6 カ月以内に申請されたものが補助の
　対象となります

●対象装置
　地下水へ安定的に塩素を注入できる装置（給水
ポンプに連動し、塩素を注入するもので塩素濃度
0.1mg/ 毎ℓ以上となるよう調整できるもの）　
※滅菌装置設置前に申請してください
●補助額
　滅菌装置の設置に要する費用（上限８万円、千円
未満切り捨て）
●必要書類
　見積書の写し、設置場所の位置図、建物所有者の
同意書（借家に設置する場合）、補助金の振込先口座
がわかる書類（通帳の写しなど）

●補助額
　修繕費用の２分の１以内（上限１５万円、千円未
満切り捨て）
●必要書類
　施工業者が発行した故障原因・修繕内容を明示し
た書類の写し、代金領収書の写し、修繕場所の位置図、
施工状況記録写真（修繕前後の写真）、補助金の振込
先口座がわかる書類（通帳の写しなど）

■飲用水設備の修繕補助

■滅菌装置の設置補助

●各補助の申請方法
　住民課生活環境係の窓口にて、補助申請用紙に必
要事項を記入の上、提出してください

問合せ先 住民課生活環境係☎　�53・2323ＩＰ
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機器名 電動生ごみ処理機 生ごみ堆肥化容器（コンポスト容器）

対象者
　　　・町内に住所を有し、かつ居住している方
　　　・過去５年以内に、この補助金の交付を受
　　　　けていない方　

・使用状況の調査に協力できる方
・町税などを滞納していない方

要　件
乾燥式またはバイオ式のいずれかの方法により生
ごみを処理する処理機であること
※１世帯につき１台まで

悪臭、害虫などが容器外部に発散することのない
構造および材質の容器であること
※１世帯につき２台まで

補助額 【共通】２／３以内（100 円未満切り捨て）

限度額 50,000 円 （１台につき）7,000 円

　町内の営利を目的としない団体が、家庭から排
出される資源物を回収し、資源物回収業者に引き
渡した場合に補助金を交付します。

●申請手続き
①事業実施後に補助金の申請をしてください
②申請様式は役場にありますので、事前にお問い
　合わせください
※実施状況の写真は、忘れずに撮影してください
●申請に必要なもの
印鑑、事業明細書、資源物回収証明書（業者発行）、
実施状況の写真、実施団体の会則、年間事業計画、
補助金の振込先口座がわかる通帳など

　家庭から排出されるごみを一時的に集積してお
くために必要な鉄かご（ごみステーション）の購
入に対して補助金を交付します。

●申請手続き
①購入する前に補助金の申請が必要です
②登録販売店に制作を依頼し購入する必要があり
　ます
 ・ 登録販売店（４月１日現在）：青柳鉄工所、石川

鉄工所

対象者 行政区、町内会、子ども会など

要　件
資源物（古新聞、金属類、びん類など）
を資源物回収業者に引き渡した場合

補助額 １㎏当たり３円（10 円未満切り捨て）

限度額 （１団体当たり年度内につき）30,000 円

対象者
行政区、町内会など
※更新の場合、対象とならない場合があ
　ります

要　件

・犬、猫、鳥などによるごみの飛散を防
　止できる構造で、すぐに劣化しない素
　材のもの
・ごみの搬入または搬出が簡単にできる
　構造のもの
・登録販売店に制作を依頼し、購入した
　もの

補助額 ２／３以内（100 円未満切り捨て）

限度額 （１基につき）50,000 円

資源物の回収には…資源物の回収には… ごみステーションの購入には…ごみステーションの購入には…

生ごみの処理には…生ごみの処理には…
　家庭から排出される生ごみの減量化および堆肥化のため、電
動生ごみ処理機や生ごみ堆肥化容器を購入する際に補助金を
交付します。

【申請・問合せ先】
住民課生活環境係
☎　�53・2323ＩＰ

●申請手続き
①購入する前に補助金の申請が必要です
②登録販売店で購入する必要があります
 ・登録販売店（４月１日現在）
　電動生ごみ処理機～㈲香西電気商会
　生ごみ堆肥化容器（コンポスト容器）～㈱山ス

【共通】

　伊藤商店
●申請に必要なもの
　印鑑、登録販売店からの見積書、商品のカタログ
※年度内（３月末）に完了・納品し、実績報告で
きるものが対象となります
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苦
情
審
査
委
員
制
度
と
は
北
海

道
が
行
っ
た
業
務
や
制
度
の
内
容

を
審
査
す
る
制
度
で
す
。

　

皆
さ
ん
自
身
の
利
害
に
関
わ
る

苦
情
で
あ
れ
ば
、
苦
情
審
査
委
員

に
申
立
て
が
で
き
ま
す
。

　

皆
さ
ん
に
代
わ
り
、
苦
情
審
査

委
員
が
公
正
で
中
立
的
な
立
場
か

ら
、
北
海
道
の
関
係
機
関
に
対
し
、

必
要
な
調
査
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　

審
査
の
結
果
、
北
海
道
の
業
務

に
不
備
な
点
や
制
度
に
問
題
が
あ

その他
知
っ
て
ま
す
か
？�

道
の

「
苦
情
審
査
委
員
」
制
度

　今年２月６日にトルコ・シリア地震が発生して、
多くの方が家を失い、避難所での不便な生活が続い
ています。今回の地震の特徴として、同じような規
模の地震が１日に２回発生し、多くの建物が倒壊し
ました。日本でも同じような地震として熊本地震が
あります。熊本地震は、２日間にわたり大きな地震
が発生し、多大な被害をもたらしました。このよう
な大規模地震が発生した場合に備えて日頃からでき
る対応として、「月形町防災ガイドブック」では、家
具の転倒防止措置、家具の配置見直し、食料・飲料
水等の備蓄品の準備について記載しています。この
ほかにも、地震が発生した後の対応についても記載
しています。この機会に万が一に備えた準備をガイ
ドブックを参考にご家族で検討してみてはいかがで
しょうか。

　防災対策専門員による防災講座
～大規模地震への対応～

募集種目 受験資格 受付期限 試験期日

自衛隊
幹部

候補生

22 歳以上 26 歳未満の
方（20 歳以上 22 歳未
満の方は大卒（見込み
含む）、修士課程修了
者等（見込み含む）は
28 歳未満の方）

６月 15 日 ６月 24 日

一般曹
候補生 18 歳以上 33 歳未満の

方（32 歳の方は、採
用予定月の末日現在、
33 歳に達していない
方）

５月９日
５月 19 日
　～ 28 日
（内１日）

自衛官
候補生 ５月 17 日

５月 26 日
　～ 28 日
（内１日）

る
と
き
は
、
北
海
道
の
機
関
に
是

正
や
改
善
を
求
め
ま
す
。

　

個
人
情
報
の
保
護
に
も
十
分
配

慮
し
ま
す
。

苦
情
申
立
窓
口　

北
海
道
庁
道
政

　

相
談
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
空
知
総

　

合
振
興
局
総
務
課

※
道
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
立

　
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

問
合
せ
先　

北
海
道
総
合
政
策
部

　

知
事
室
道
政
相
談
セ
ン
タ
ー（
札

　

幌
市
中
央
区
北
３
条
西
６
丁
目
）

　

☎
０
１
１
・
２
０
４
・
５
５
２
３

　はじめまして！３月より地域お
こし協力隊として着任しました
「坂下陽一」と申します。
　任務は、今後改修が予定されて
いる月形温泉のリニューアルや、
道の駅の開設準備などを担当し
ます。
　私の趣味は温泉巡りですが、こ
れまで様々な温泉を巡ってきた知見を活かして活動でき
ればと思っています。
　また、長年、コールセンターに勤務した経験もありま
すので、接客にも活かせると思います。
　より良い温泉・道の駅になるよう微力ながら頑張りた
いと思いますので、よろしくお願いいたします。

　

月
形
町
空
き
家
・
空
き
地
バ
ン

ク
の
登
録
状
況
（
令
和
５
年
３
月

１
日
現
在
）を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

月
形
町
空
き
家
・
空
き
地
バ
ン

ク
と
は
、
町
内
の
空
き
家
お
よ
び

空
き
地
の
所
有
者
か
ら
情
報
を
収

集
し
、
そ
の
情
報
を
利
用
希
望
者

へ
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
空

き
家
お
よ
び
空
き
地
の
有
効
利
用

と
定
住
促
進
に
よ
る
地
域
活
性
化

を
図
る
制
度
で
す
。

※
町
は
紹
介
の
み
行
い
ま
す

　
「
土
地
が
ほ
し
い
、
お
う
ち
を

リ
フ
ォ
ー
ム
し
て
住
み
た
い
」

ま
た
、「
空
き
地
や
空
き
家
を
譲

り
た
い
」
な
ど
と
い
う
方
は
、
次

の
Q
R
コ
ー
ド
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　

昨
年
度
は
、
13
件
の
成
約
が
あ

り
、
所
有
者
と
購
入
者
の
マ
ッ
チ

ン
グ
を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

■
登
録
件
数
（
３
月
１
日
現
在
）

●
空
き
家　

２
軒

●
空
き
地　

28
件

 　

問
合
せ
先　

企
画
振
興
課
企

　

画
係
☎　

 

53
・
２
３
２
５

その他
空
き
家
・
空
き
地
バ
ン
ク

の
登
録
状
況
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●
北
海
道
警
察

■
転
出

3
月
31
日
付
け　
　
　
　

敬
称
略

▽
旭
川
東
警
察
署
（
札
比
内
駐
在

所
員
主
任
）
藤
井　

啓

■
転
入

４
月
１
日
付
け　
　
　
　

敬
称
略

▽
札
比
内
駐
在
所
員
主
任
（
伊
達

警
察
署
）
高
橋
明
弘

　

●
月
形
刑
務
所

■
転
出

3
月
17
日
付
け　
　
　
　

敬
称
略

▽
網
走
刑
務
所
統
括
矯
正
処
遇
官

（
統
括
矯
正
処
遇
官
）
田
中　

勉

４
月
１
日
付
け　
　
　
　

敬
称
略

▽
函
館
少
年
刑
務
所
統
括
矯
正
処

遇
官
（
総
務
部
長
）
及
川
弘
司
▽

福
島
刑
務
所
処
遇
部
長
（
処
遇
部

長
）
福
田　

敦
▽
旭
川
刑
務
所
総

務
部
長
（
首
席
矯
正
処
遇
官
）
長

谷
川
洋
一
▽
秋
田
少
年
鑑
別
所
統

括
専
門
官
（
統
括
矯
正
処
遇
官
）

平
川
奈
々

４
月
17
日
付
け　
　
　
　

敬
称
略

▽
札
幌
刑
務
所
会
計
課
長
（
庶
務

課
長
）
佐
々
木
教
好
▽
札
幌
刑
務

所
統
括
矯
正
処
遇
官
（
上
席
統
括

矯
正
処
遇
官
）
山
崎
孝
浩

■
転
入

3
月
17
日
付
け　
　
　
　

敬
称
略

▽
上
席
統
括
矯
正
処
遇
官
（
旭
川

刑
務
所
上
席
統
括
矯
正
処
遇
官
）

奥
野
文
博

４
月
１
日
付
け　
　
　
　

敬
称
略

▽
総
務
部
長
（
山
形
刑
務
所
総
務

部
長
）門
脇
壽
和
▽
処
遇
部
長（
名

古
屋
矯
正
管
区
成
人
矯
正
第
二
課

長
）
加
藤　

圭
▽
首
席
矯
正
処
遇

官
（
札
幌
矯
正
管
区
管
区
監
査
官

付
矯
正
専
門
職
）
磯
谷
亮
介
▽
庶

務
課
長
（
帯
広
刑
務
所
釧
路
刑
務

支
所
庶
務
課
長
）
泉
谷
雄
介
▽
統

括
矯
正
処
遇
官
（
帯
広
刑
務
所
釧

路
刑
務
支
所
長
）
高
橋
恒
雄
▽
統

括
矯
正
処
遇
官
（
青
森
刑
務
所
調

査
専
門
官
）
坂
本
敦
史
▽
上
席
統

括
矯
正
処
遇
官
（
函
館
少
年
刑
務

所
上
席
統
括
矯
正
処
遇
官
）
岡
野

毅■
退
職
…
３
月
31
日
付
け

▽
佐
々
木　

弘
（
上
席
統
括
矯
正

処
遇
官
）

　

●
月
形
高
等
学
校

■
転
出

３
月
31
日
付
け　
　
　
　

敬
称
略

▽
教
諭
（
石
狩
翔
陽
高
校
）
木
村

聡
美
▽
教
諭
（
千
歳
北
陽
高
校
）

福
井
茂
人
▽
教
諭
（
江
別
高
校
）

村
上
宏
達

■
転
入

４
月
１
日
付
け　
　
　
　

敬
称
略

▽
校
長
（
追
分
高
校
）
安
達
妙
己

▽
教
諭
（
札
幌
東
高
校
）
大
久
保

城
治
▽
教
諭
（
江
別
高
校
）
遠
田

睦
浩

■
退
職
…
３
月
31
日
付
け

▽
宮
﨑　

円
（
校
長
）

　

●
月
形
小
学
校

■
転
出

３
月
31
日
付
け　
　
　
　

敬
称
略

▽
教
諭
（
岩
見
沢
市
南
小
）
三
輪

欣
次
▽
養
護
教
諭
（
妹
背
牛
町
妹

背
牛
小
）
水
内
智
子

■
転
入

４
月
１
日
付
け　
　
　
　

敬
称
略

▽
教
諭
（
岩
見
沢
市
栗
沢
小
）
野

田
ま
す
み
▽
養
護
教
諭
（
深
川
市

音
江
小
）
林
谷
和
織

　

●
月
形
中
学
校

■
転
出

３
月
31
日
付
け　
　
　
　

敬
称
略

▽
教
頭
（
恵
庭
市
柏
陽
中
）
壽
福

史
人
▽
教
諭
（
岩
見
沢
市
緑
中
）

吉
川
香
織
▽
教
諭
（
岩
見
沢
市
清

園
中
）
末
松
真
希

■
転
入

４
月
１
日
付
け　
　
　
　

敬
称
略

▽
教
頭
（
滝
川
市
江
陵
中
）
櫻
井

貴
幸
▽
教
諭（
岩
見
沢
市
明
成
中
）

佐
藤
麻
子

　

●
月
形
町

４
月
１
日
付
け　
　
　
　

敬
称
略

■
月
形
町

▽
保
健
福
祉
課
課
長
補
佐
兼
保
健

係
長
事
務
取
扱
（
保
健
福
祉
課
保

健
係
長
）
鈴
木
真
紀
▽
保
健
福
祉

課
地
域
福
祉
係
長
（
保
健
福
祉
課

地
域
福
祉
係
主
査
）
森
田
祐
也
▽

総
務
課
総
務
係
主
査
（
総
務
課
総

務
係
主
任
主
事
）
新
妻
恭
平
▽
総

務
課
財
政
係
主
査
（
北
海
道
派

遣
）
山
本
城
也
▽
企
画
振
興
課
地

域
振
興
係
主
任
主
事
（
総
務
課
財

政
係
主
任
主
事
）
松
本
信
也
▽
総

務
課
総
務
係
（
保
健
福
祉
課
高
齢

者
支
援
係
）
藤
本
一
輝
▽
保
健
福

祉
課
高
齢
者
支
援
係
（
保
健
福
祉

課
地
域
福
祉
係
）
米
内
卓
也
▽
保

健
福
祉
課
高
齢
者
支
援
係
兼
保
健

係
（
保
健
福
祉
課
保
健
係
）
今
田

祐
羽
▽
保
健
福
祉
課
地
域
福
祉
係

（
総
務
課
財
政
係
）
八
重
樫
佑
基

▽
保
健
福
祉
課
保
健
係（
新
採
用
）

野
田
琳
花
▽
保
健
福
祉
課
保
健
係

（
新
採
用
）
岩
島
哲
斗
▽
総
務
課

財
政
係
（
新
採
用
）
福
士　

逞
▽

企
画
振
興
課
企
画
係
（
新
採
用
）

櫻
田
陸
斗
▽
農
林
建
設
課
土
木
管

理
係
（
新
採
用
）
菊
池
一
輝
▽
農

林
建
設
課
住
宅
建
築
係（
新
採
用
）

阪
田
愛
来
▽
住
民
課
戸
籍
保
険
係

（
再
任
用
）
平
田
京
子
▽
企
画
振

興
課
企
画
係
（
再
任
用
）
木
須
將

門
▽
農
林
建
設
課
付
け（
再
任
用
）

鈴
木
明
弘

■
議
会
事
務
局

▽
議
会
事
務
局
長
（
保
健
福
祉
課

課
長
補
佐
兼
地
域
福
祉
係
長
事
務

取
扱
）
柴
田
理
江
▽
総
務
係
（
再

任
用
）
内
藤
弘
樹

■
農
業
委
員
会
事
務
局

▽
農
業
委
員
会
事
務
局
次
長
兼
総

務
係
長
事
務
取
扱
（
農
業
委
員
会

事
務
局
総
務
係
長
）
西
谷
内
友
香

■
教
育
委
員
会

▽
学
務
係
主
査
（
学
務
係
主
任
主

事
）亀
山
千
章
▽
社
会
教
育
係（
新

採
用
）
植
田
弘
毅

■
町
立
病
院

３
月
１
日
付
け　
　
　
　

敬
称
略

▽
看
護
科
看
護
師
（
新
採
用
）
荒

木
淳
子

４
月
１
日
付
け　
　
　
　

敬
称
略

▽
看
護
科
看
護
師
（
新
採
用
）
八

重
樫
綾
乃
▽
薬
局
薬
剤
師
（
新
採

用
）
濵
田
清
明

■
月
新
水
道
企
業
団

▽
月
新
水
道
企
業
団
事
務
局
主
幹

兼
工
務
係
長
事
務
取
扱
（
工
務
係

長
）
丹
羽　

寛

■
岩
見
沢
地
区
消
防
事
務
組
合
月

形
支
署

▽
月
形
支
署
長（
月
形
支
署
主
幹
）

佐
藤
信
裕
▽
月
形
支
署
主
幹
（
予

防
係
長
）
一
柳
哲
也
▽
予
防
係
長

（
総
務
係
主
査
）
稲
井
裕
二
▽
予

防
係
主
査
（
予
防
係
主
任
）
荒
木

暁
子
▽
総
務
係
主
任
（
警
防
係
主

任
）
佐
藤
晃
彦
▽
予
防
係
（
新
採

用
）
工
藤　

彪

■
退
職

２
月
28
日
付
け　
　
　
　

敬
称
略

▽
窪
田
悠
斗
（
岩
見
沢
地
区
消
防

事
務
組
合
月
形
支
署
予
防
係
）

３
月
31
日
付
け　
　
　
　

敬
称
略

▽
土
井　

悟
（
岩
見
沢
地
区
消
防

事
務
組
合
月
形
支
署
長
）
▽
内
藤

弘
樹
（
議
会
事
務
局
長
）
▽
加
藤

貴
憲（
農
林
建
設
課
土
木
管
理
係
）

柏
木
大
夢
（
教
育
委
員
会
社
会
教

育
係
）
▽
鈴
木
智
美
（
月
形
町
立

病
院
看
護
科
看
護
師
）

人　事
町
内
各
関
係
機
関

人
事
異
動
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令和５年10月に
消費税のインボイス制度が始まります

　売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるものです。具体的
には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分し
た消費税額等」の記載された請求書などの書類や電子データをいいます。
　インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。
登録は課税事業者が受けることができます。

インボイスとは1

　売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、イ
ンボイスを交付しなければなりません（また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要がありま
す。）。
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）であるインボイス発行事
業者から交付を受けたインボイスの保存などが必要となります。

インボイス制度とは2

　インボイス制度の開始前に、「取引先への登録番号の通知」や「請求書のフォーマットの見直し」など
の準備が必要となるため、登録を予定されている方は、早期の登録申請をおすすめしています。
 また、登録申請に当たっては、書面で申請された場合に比べて早期に登録通知を受けることができる
e-Taxをぜひご利用ください。e-Taxで申請された場合、電子データで登録通知を受け取ることができ、
通知書の紛失のリスクもありません。

※ 個人事業者の方はスマートフォンからでもe-Taxで申
請できます。
e-Taxのご利用には事前にマイナンバーカードの取得
が必要です。
インボイス制度開始（令和５年10月１日）からインボイ
ス発行事業者となるための登録申請手続については、
インボイス制度特設サイトの「申請手続」をご確認くだ
さい。

※ 個別相談は、岩見沢税務署へ事前予約
をお願いします。

登録申請はお早めに3

問合せ先 岩見沢税務署 ☎22・0810

請求書
○○商店㈱御中2023年3月分

○月○日　○○○○○月○日　○○○○○※

（10％対象　00,000円　消費税0,000円）
（ 8 ％対象　00,000円　消費税0,000円）

000円
0,000円

合　計　　　0,0000円

○○商事㈱登録番号  T○○○○

※は軽減税率対象

・・・・

・・・・
・・・・

インボイス制度
特設サイト
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①決済アプリをダウンロード
②氏名・生年月日等を登録

③納付書に記載されている
　バーコードを読み取る

④決済内容を確認
⑤パスワード入力

納
付
完
了

〇〇pay 請求書払い 請求書払い

日本年金機構
国民年金保険料

16，×××円
App

決済

後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度ののお知らせお知らせ
～障害認定申請について～

　一定の障がいのある 65 歳から 74 歳までの方のうち、申請により北海道後期高齢者医療広域連
合の認定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。

◆ 一定の障害とは
（１）国民年金などの障害年金１級・２級を受給している方
（２）身体障害者手帳１級・２級・３級をお持ちの方
（３）身体障害者手帳４級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方

　○音声障害
　○言語障害
　○下肢障害４級１号（両下肢のすべての指を欠くもの）
　○下肢障害４級３号（一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの）
　○下肢障害４級４号（一下肢の機能の著しい障害）

（４）精神障害者保健福祉手帳１級・２級をお持ちの方
（５）療育手帳 A（重度）をお持ちの方

◆ 脱退の手続きについて
　後期高齢者医療制度の被保険者（加入者）となる方は、それまで加入していた健康保険（国民健康保険、
健康保険組合、共済組合など）から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。
　脱退手続きについては、次の問合せ先へお問い合わせください。

国民年金保険料がスマートフォンアプリで納付できます
　国民年金保険料について、令和５年２月 20 日から現金、口座振替、クレジットカード、Pay-easy など
による納付に加え、新たにスマートフォンアプリを使用した電子 ( キャッシュレス ) 決済での納付が利用で
きるようになりました。

【ご利用に必要なもの】
　 ①納付書　 ②スマートフオン　 ③決済アプリ

■対象決済アプリ ( 五十音順 )
・auPAY　
・d 払い　
・PayB（※金融機関などが提供するアプリを含む。詳細は、PayB のホームページをご覧ください。）
・PayPay
※バーコードが印字されない納付書（30万円を超える金額の納付書など）については、ご利用いただけません。
※各決済アプリの使用方法などについては、ご利用の決済事業者にお問い合わせください。

■スマホ決済の流れ

住民課戸籍保険係　☎　53・2323　北海道後期高齢者医療広域連合　☎ 011・290・5601ＩＰ問合せ先

問合せ先�　日本年金機構岩見沢年金事務所　☎ 22・5804
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児童に関する各種手当の支給額が改定されます児童に関する各種手当の支給額が改定されます
　物価の上下に合わせて支給額が変わる「物価スライド制」により、各種手当の支給額が４月分から
下記のとおり改定されます。
　手当の月額や手続きの方法など詳細は、下記問合せ先までご連絡ください。

※ 物価スライド制とは、物の価格の上がり下がりを表した「全国消費者物価指数」に合わせて、支給する額
を変える仕組みです。

※判定基準や必要書類は、手当により異なりますのでご注意ください。
※児童手当以外の手当は、年１回の現況届の提出が必要です。

問合せ先　　保健福祉課地域福祉係☎　�53・3155ＩＰ

手当の種類 対象者 手当月額

児童手当
中学校修了前（15 歳に達し
た後の最初の３月31日まで）
の児童を養育している方

手当額の変更なし

・３歳未満 15,000 円

・３歳以上小学校修了前 （第１、２子） 10,000 円

（第３子） 15,000 円

・中学生 10,000 円

・�特例給付（所得が所得制限限度額以上所得上限限
度額未満の方） 5,000 円

※所得が所得上限限度額以上の場合、
　児童手当等は支給されません。
　詳細についてはこちら

児童扶養手当

父（母）のいない家庭、また
は父（母）が一定の障害があ
る家庭で、児童（18 歳に達し
た後の最初の３月31日まで
の児童、障がいのある場合は
20 歳）を養育している方

４月分手当から変更

３月分手当まで ４月分手当から

・全部支給 43,070 円 ・全部支給 44,140 円

・一部支給 10,160 円 ・一部支給 10,410 円

～　43,060 円 ～　44,130 円

※児童２人目の場合は、上記の額に最大 10,420 円加算

　３人目以降は、一人につき最大 6,250 円加算

特別児童扶養手当
一定以上の障がいのある児童
（20 歳に達する前日の属する
月まで）を養育している方

４月分手当から変更

３月分手当まで ４月分手当から

・１級 52,400 円 ・１級 53,700 円

・２級 34,900 円 ・２級 35,760 円

特別障害者手当
著しく重度の障害があり、日常生
活において常時特別な介護が必
要とする在宅の20歳以上の方

４月分手当から変更

３月分手当まで 27,300 円 ４月分手当から 27,980 円

障害児福祉手当
重度の障害により、日常生活
において常時介護を必要とす
る在宅の満 20 歳未満の方

４月分手当から変更

３月分手当まで 14,850 円 ４月分手当から 15,220 円


